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助成金制度の一部改正について（運転記録証明書取得助成金の廃止及び 

適性診断助成金の一部廃止・助成額変更） 

 

 平素より、当協会の事業運営につきまして格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し

上げます。 

 今年４月からの軽油引取税の暫定税率廃止に伴い、県から当協会へ交付される交付金が

大幅に減額されることとなり、当協会の事業運営に大きな影響が生じております。 

 当協会といたしましては、これまで各種助成金制度の維持に努めてまいりましたが、今

後の安定的な事業運営を継続するため、やむを得ず下記のとおり改正することといたしま

した。 

 会員事業者の皆様にはご負担をおかけすることになりますが事情をご賢察のうえ、何卒

ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

記 

 

１．「運転記録証明書取得助成金」を廃止します。 

  ※会員事業者の運転者を対象とした「運転記録証明書」を取得して無事故・無違反を

競う「セーフティドライブ・チャレンジ」を継続して実施しますので、是非ご参加

下さい。 

 

２．「適性診断助成金」を一部廃止・助成額を変更します。 

（１）「初任診断」、「適齢診断」の助成廃止 

※会員事業者は、診断手数料４，８００円を受診窓口にて全額お支払い下さい。 

（２）「一般診断」の助成金額変更・・・診断手数料の１／２（１，２００円） 

   ※会員事業者は、診断手数料２，４００円のうち、当協会が助成する１，２００

円を差し引いた残りの１，２００円を受診する窓口にてお支払い下さい。 

（３）受診から支払いまでの詳細は別紙を参照。 

 

３．実施時期  

   令和８年４月１日（水）から適用します。 

 

４．本件に関するお問い合わせ 

   公益社団法人沖縄県トラック協会 業務課 Tel 098-863-0280 

※重要 



別紙

１．助成金額 １．助成金額

２．受診から支払いまで ２．受診から支払いまで

①トラック協会会員事業者が適性診断実施機関に受診予約。 ①トラック協会会員事業者が適性診断実施機関に受診予約。

②※受診する窓口で会員事業者が直接支払う。 ②沖縄県トラック協会が全額助成しているため、会員事業者

⑴初任診断：4,800円 　からの支払いは無い。

⑵適齢診断：4,800円 ③トラック協会が承認する適性診断実施機関に直接支払う。

⑶一般診断：1,200円

　※受診する窓口とは、自動車事故対策機構（NASVA）、ヤマト・スタッフ・

　　サプライ（株）、トラック協会、各事業協同組合の窓口です。

　　

③「一般診断」診断手数料2,400円の１/２（1,200円）はトラッ

　ク協会が承認する適性診断実施機関に直接支払う。

※例外的措置

　久米島で各種適性診断を受診する場合は、受診後にトラック

　協会から請求書を発行するため、窓口では支払わない。

⑴初任診断

沖縄県トラック協会「適性診断助成金」の変更について

新 旧

適性診断

⑶一般診断 2,400円 全額助成 2,400円

⑵適齢診断 4,800円 全額助成 4,800円⑵適齢診断

⑶一般診断

診断手数料

4,800円

4,800円

2,400円

助成無し

助成無し

助成状況 助成金額

１／2助成 1,200円

　 　　0円

　 　　0円

診断手数料 助成状況 助成金額

⑴初任診断 4,800円 全額助成 4,800円

適性診断


